
確定申告書の作成

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」へアクセス 

➢ マイナンバーカード又は税務署で発行した ID・パスワードをお持ちの方 

自宅等からｅ-Ｔａｘを利用して申告

➢ 上記以外の方 

  「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を印刷して郵送

相談窓口

＜ 国税庁ホームページで調べる ＞      < 電話で相談する >  

➢ タックスアンサー（よくある質問）    

➢ チャットボット（ＡＩ）に質問 

確定申告会場 

➢ 会場への入場には「入場整理券」が必要 

入場整理券は各会場で当日配付又は LINEからオンラインで事前発行 

※ ３月16日以降、確定申告会場は変更となる場合があります。詳しくは国税庁HPをご覧ください。 

申告・納付期限は、 

４月15日（木）
まで延長となりました 

確定申告書等
作成コーナー 

税務職員ふたば

スマホでのご利用は
こちらから！

密を避ける

密を作らない

音声案内に従い「０」を選択

確定申告電話相談センター

オペレーター、税理士、職員が対応

国税局・税務署

令和２年分確定申告
（申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税） 

国税庁
LINE公式アカウント 

チャットボット 

※ 大変混み合っている場合があります。

所轄の税務署に電話をかける


